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警
察
法
施
行
令
及
び
警
察
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
　
参
照
条
文

○

警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
一
条

長
官
官
房
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
、
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

第
五
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

所
管
行
政
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

七

法
令
案
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

八

所
管
行
政
に
係
る
統
計
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

九

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

留
置
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

警
察
職
員
の
人
事
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

監
察
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

国
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。
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十
八

警
察
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

警
察
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

所
管
行
政
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
局
又
は
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
生
活
安
全
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
二
条

生
活
安
全
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
域
警
察
そ
の
他
の
警
ら
に
関
す
る
こ
と
。

三

犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

四

保
安
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

（
警
備
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条

警
備
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
備
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
備
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
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五

第
七
十
一
条
の
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

２

外
事
情
報
部
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
外
国
人
又
は
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

警
備
運
用
部
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
情
報
通
信
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

情
報
通
信
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
察
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
に
関
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
技
術
的
研
究
並
び
に
電
子
計
算
組
織
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

三

犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
の
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
行
政
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
課
の
設
置
等
）

第
二
十
六
条

警
察
庁
の
課
（
室
そ
の
他
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

（
略
）

３

警
察
庁
の
長
官
官
房
、
局
又
は
部
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
を
置
く
と
き
、
又
は
課
（
課
に
準
ず
る
室
を
含
む
。
）
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務

の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
管
区
警
察
局
の
設
置
）

第
三
十
条

警
察
庁
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
五
条
第
四
項
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
か
ら
第
二

十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
機
関
と
し
て
、
管
区
警
察
局
を
置
く
。

２

管
区
警
察
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

管

轄

区

域

東

北

管

区

警

察

局

仙

台

市

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

関

東

管

区

警

察

局

さ

い

た

ま

市

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

神
奈
川
県

新
潟
県

山
梨
県

長
野
県

静
岡
県
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中

部

管

区

警

察

局

名

古

屋

市

富
山
県

石
川
県

福
井
県

岐
阜
県

愛
知
県

三
重
県

近

畿

管

区

警

察

局

大

阪

市

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

中

国

四

国

管

区

警

察

局

広

島

市

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

九

州

管

区

警

察

局

福

岡

市

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

（
管
区
警
察
局
長
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

管
区
警
察
局
の
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
警
察
支
局
）

第
三
十
一
条
の
二

管
区
警
察
局
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
機
関
と
し
て
、
警
察
支
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

警
察
支
局
に
、
支
局
長
を
置
く
。

３

警
察
支
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

４

警
察
支
局
の
内
部
組
織
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
職
員
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

長
官
は
警
察
官
と
し
、
警
察
庁
の
次
長
、
官
房
長
、
局
長
（
情
報
通
信
局
長
を
除
く
。
）
及
び
部
長
、
管
区
警
察
局
長
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
職
は
警
察
官
を
も
つ

て
、
皇
宮
警
察
本
部
長
は
皇
宮
護
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。


